
動物の飼養又は収容の許可を要する区域一覧表 

平成１７年１０月1日施行 

（指定区域） １０２地区 

粕壁、粕壁一丁目、粕壁二丁目、粕壁三丁目、粕壁四丁目、中央一丁目、中央二丁目、 

中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、中央七丁目、中央八丁目、 

浜川戸一丁目、浜川戸二丁目、粕壁東一丁目、粕壁東二丁目、粕壁東三丁目、粕壁東四丁目、

粕壁東五丁目、粕壁東六丁目、緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目、緑町四丁目、 

緑町五丁目、緑町六丁目、南一丁目、南二丁目、南三丁目、南四４丁目、南五丁目、 

八木崎町、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、梅田本町一丁目、梅田本町二丁目、 

栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、八丁目、小渕、牛島、樋堀、藤塚、六軒町、 

本田町一丁目、本田町二丁目、豊野町一丁目、千間一丁目、備後西一丁目、備後西二丁目、

備後西三丁目、備後西四丁目、備後西五丁目、備後東一丁目、備後東二丁目、備後東三丁目、

備後東六丁目、備後東七丁目、備後東八丁目、一ノ割一丁目、一ノ割二丁目、一ノ割三丁目、

一ノ割四丁目、大場、大畑、大枝、増田新田、増富、下蛭田、花積、道口蛭田、上蛭田、 

道順川戸、南中曽根、西八木崎一丁目、西八木崎二丁目、西八木崎三丁目、谷原一丁目、 

谷原二丁目、谷原三丁目、大沼一丁目、大沼二丁目、大沼三丁目、大沼四丁目、大沼五丁目、

大沼六丁目、大沼七丁目、豊町一丁目、豊町二丁目、豊町三丁目、豊町四丁目、豊町五丁目、

豊町六丁目、米島、東中野、新宿新田、西金野井、大衾、西宝珠花 

（未指定区域） ４１地区 

梅田、内牧、南栄町、不動院野、樋籠、新川、赤沼、銚子口、豊野町二丁目、 

豊野町三丁目、備後東四丁目、備後東五丁目、一ノ割、武里中野、薄谷、谷原新田、 

上大増新田、下大増新田、増戸、新方袋、水角、赤崎、飯沼、米崎、永沼、下柳、上柳、 

上金崎、金崎、神間、榎、立野、椚、小平、下吉妻、上吉妻、西親野井、塚崎、倉常、芦橋、

木崎 


